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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講

習
の
指
定
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
�

○
保
安
林
の
指
定
予
定
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
�

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…
�

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
五
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八

条
の
二
第
一
項
及
び
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
を
次
の
よ
う
に
指
定

す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

研
修
及
び
講
習
の

主
催
者
の
名
称
及

び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導

セ
ン
タ
ー

港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

研
修
及
び
講
習
の

開
催
年
月
日
並
び

に
会
場
の
名
称
及

び
所
在
地

㈠

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修

ア

令
和
五
年
七
月
二
十
三
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

イ

令
和
五
年
八
月
二
十
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

ウ

令
和
五
年
十
一
月
八
日

ト
ヨ
タ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル

東
京

立
川
市
羽
衣
町
一
丁
目
三
番
四
号

エ

令
和
五
年
十
一
月
十
九
日

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
百
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
の

資
格
を
得
る
た
め
の
研
修
（
以
下

「
特
管
物
研
修
」
と
い
う
。
）
を

含
む
。
）

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

オ

令
和
六
年
二
月
十
八
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

㈡

業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習

ア

令
和
五
年
七
月
二
十
八
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

イ

令
和
五
年
八
月
六
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

ウ

令
和
五
年
九
月
一
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

エ

令
和
五
年
九
月
十
五
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

オ

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

カ

令
和
五
年
十
月
五
日

ト
ヨ
タ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル

東
京

立
川
市
羽
衣
町
一
丁
目
三
番
四
号

キ

令
和
五
年
十
月
十
五
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

ク

令
和
五
年
十
月
二
十
九
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

ケ

令
和
五
年
十
一
月
二
十
六
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

コ

令
和
五
年
十
二
月
三
日

ト
ヨ
タ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル

東
京

立
川
市
羽
衣
町
一
丁
目
三
番
四
号

サ

令
和
五
年
十
二
月
十
三
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

シ

令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

ス

令
和
六
年
一
月
二
十
一
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号
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セ

令
和
六
年
二
月
一
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

ソ

令
和
六
年
二
月
二
十
八
日

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

三

受
講
料

㈠

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修

五
千
円

（
特
管
物
研
修
を
含
む
場
合

八
千

円
）

㈡

業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習

四
千

五
百
円

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る

旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

あ
き
る
野
市
乙
津
字
長
岳
五
五
〇
番
・
五
五
一
番
・
五
五
三
番

（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五

五
〇
番
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
あ
き
る
野

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

青
梅
市
成
木
七
丁
目
一
五
九
四
番
、
一
五
九
七
番
、
一
六
〇
四

番
、
一
六
二
六
番

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
東
京
都
産

業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
青
梅
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

青
梅
市
柚
木
町
三
丁
目
八
四
四
番
一
、
同
番
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
東
京
都
産

業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
青
梅
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
六
号

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
十
五
日
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東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

東
京
都
交
通
局
会
計
事
務
規
程
（
昭
和
三
十
年
交
通
局
規
程
第
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

十
二
の
項
中
「
代
金
」
の
下
に
「
並
び
に
電
車
の
寄

付
金
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
五
月
十
五
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
五
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

京
王
八
王
子
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
明
神
町
三
丁
目
二
十
七
番
一

号

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

紅
村

康

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

都
村

智
史

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
太
子
堂
ほ
か
二
十
五
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
太
子
堂
ほ
か
二
十
六
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
東
方
紅
企
画
ほ
か
四
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
市
ノ
坪
四
百

四
十
九
番
地
三
シ
テ
ィ
タ
ワ
ー
武
蔵
小

杉
五
千
二
百
十
（
株
式
会
社
東
方
紅
企

画
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

世
田
谷
区
玉
川
一
丁
目
二
番
八
号
（
株

式
会
社
東
方
紅
企
画
）
ほ
か

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

古
屋

圭
子
（
京
王
食
品
株
式
会
社
）

ほ
か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

林

由
紀
（
京
王
食
品
株
式
会
社
）
ほ

か

十
四

変
更
日

令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
十
五
日
か
ら
同
年
九
月

十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

京
王
府
中
駅
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

府
中
市
府
中
町
一
丁
目
二
番
地
一

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

紅
村

康

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

都
村

智
史

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

京
王
書
籍
販
売
株
式
会
社
ほ
か
二
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

多
摩
市
落
合
一
丁
目
四
十
三
番
地
（
京

王
書
籍
販
売
株
式
会
社
）

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

多
摩
市
豊
ケ
丘
一
丁
目
二
十
二
番
地

（
京
王
書
籍
販
売
株
式
会
社
）

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

古
屋

圭
子
（
京
王
食
品
株
式
会
社
）

ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

林

由
紀
（
京
王
食
品
株
式
会
社
）
ほ

か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
十
五
日
か
ら
同
年
九
月

十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
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分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

府
中
駅
高
架
下
店
舗

二

店
舗
所
在
地

府
中
市
府
中
町
一
丁
目
三
番
地
五
ほ
か

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

紅
村

康

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

都
村

智
史

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
一
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

山
岸

真
也
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

川
田

裕
史
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）
ほ
か

十

変
更
日

令
和
四
年
十
月
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
十
五
日
か
ら
同
年
九
月

十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

佐
々
木

健

一

商
号
又
は
名
称
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

新
商
号
又

は
名
称

旧
商
号
又
は

名
称

事
業
所

所
在
地

令
和
五

年
三
月

八
日

四
一
六
八

株
式
会
社

Ｈ
Ｅ
Ｘ
Ｅ

Ｌ

Ｗ
ｏ

ｒ
ｋ
ｓ

六
興
電
気
株

式
会
社

港
区
芝
大
門

一
丁
目
一
番

三
十
号

二

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
五

年
三
月

一
日

五
五
二
一

ア
イ
・
エ

ス
・
ケ
ー

設
備
工
業

株
式
会
社

江
戸
川
区
中

央
三
丁
目
二

十
番
十
二
号

江
戸
川
区
中

央
三
丁
目
二

十
番
十
号

江
戸
川
中
央

ビ
ル
一
階

同
日

五
五
〇
二

レ
ン
ジ
ャ

ー
工
業
株

式
会
社

世
田
谷
区
玉

川
三
丁
目
二

十
番
二
号

マ
ノ
ア
第
三

玉
川
ビ
ル
五

〇
一
号
室

世
田
谷
区
松

原
一
丁
目
三

十
八
番
二
十

八
号

松
原

片
桐
屋
ビ
ル

一
〇
一
号
室

令
和
五

年
三
月

六
日

五
五
六
一

株
式
会
社

Ｎ
Ｓ
Ｓ

町
田
市
森
野

五
丁
目
二
十

一
番
一
号

渋
谷
ツ
イ
ン

ビ
ル
二
〇
七

町
田
市
鶴
川

二
丁
目
一
番

八
号

カ
ク

タ
ス
ビ
ル
一

〇
三
号
室

同
日

五
一
三
二

東
京
ガ
ス

ラ
イ
フ
バ

多
摩
市
鶴
牧

一
丁
目
二
十

多
摩
市
鶴
牧

一
丁
目
二
十

ル
南
多
摩

株
式
会
社

六
番
地
三

六
番
地
二

令
和
五

年
三
月

十
七
日

五
五
九
三

株
式
会
社

谷
口
設
備

練
馬
区
富
士

見
台
三
丁
目

六
十
一
番
八

号

練
馬
区
高
松

三
丁
目
三
番

十
二
号

三

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
五

年
三
月

一
日

一
〇
七
〇

有
限
会
社

佐
野
工
業

所

森
田

裕
二

森
田

宣
幸

同
月
三

日

五
〇
五
二

株
式
会
社

安
蒜
設
備

工
業
所

安
蒜

範
高

安
蒜

篤
信

同
月
六

日

五
六
一
九

株
式
会
社

リ
ー
ド

藤
田

清
志

中
村

義
浩

同
日

五
一
三
二

東
京
ガ
ス

ラ
イ
フ
バ

ル
南
多
摩

株
式
会
社

富
沢

広
祐

富
沢

広
幸

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

佐
々
木

健

一

指
定
し
た
事
業
者
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指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
八
七
四

新
栄
興
業

株
式
会
社

田
中
剛
太
郎

中
野
区
本
町
六
丁
目
二

十
二
番
十
九
号

五
八
七
五

ワ
ン
パ
ー

ソ
ン
株
式

会
社

大
関

琢
人

練
馬
区
中
村
一
丁
目
五

番
十
七
号

五
八
七
六

Ｋ
ａ
ｒ
ａ

ｉ
ｎ

五
島
加
世
子

豊
島
区
池
袋
二
丁
目
十

七
番
八
号

二
〇
三－

Ｆ
号
室

五
八
七
七

Ｓ
ｅ
ｎ
ｓ

ｉ
ａ

木
下

陽
子

八
王
子
市
絹
ケ
丘
三
丁

目
三
十
三
番
十
七
号

五
八
七
八

Ｍ
ａ
ｙ

ｔ
ｅ
ｃ
ｈ

近
藤

文
春

江
戸
川
区
西
小
松
川
町

三
十
一
番
十
五
号

二

階

五
八
七
九

株
式
会
社

Ｂ
ｌ
ｕ
ｅ

Ｐ
ｏ
ｗ

ｅ
ｒ

Ｃ

ｏ
ｎ
ｓ
ｔ

ｒ
ｕ
ｃ
ｔ

ｉ
ｏ
ｎ

原
田

秀
雄

港
区
赤
坂
二
丁
目
十
六

番
八
号

五
階

五
八
八
〇

株
式
会
社

ス
ウ
ィ
ー

ト
ホ
ー
ム

住
宅
サ
ー

ビ
ス

神
田

康
宏

渋
谷
区
代
々
木
四
丁
目

六
十
二
番
十
六
号

朝

日
プ
ラ
ザ
代
々
木
山
手

一
〇
一
号
室

五
八
八
一

島
村
工
業

島
村

幸
弘

青
梅
市
今
井
二
丁
目
千

百
十
五
番
地
の
七

五
八
八
二

株
式
会
社

エ
ム
エ
イ

チ

引
地

恵

東
村
山
市
秋
津
町
五
丁

目
四
番
地
百
八
十
八－

一
〇
二

五
八
八
三

幸
光
設
備

株
式
会
社

枇
杷

良
樹

板
橋
区
赤
塚
三
丁
目
十

八
番
二
号

朝
日
ビ
ル

一
階－

Ｂ

五
八
八
四

株
式
会
社

室
木

宏
太

江
戸
川
区
松
江
三
丁
目

室
木
水
道

工
事
店

十
一
番
十
六
号

五
八
八
五

す
ず
の
き

設
備
工
業

株
式
会
社

鈴
木

茂
樹

小
平
市
天
神
町
四
丁
目

十
四
番
五
号

五
八
八
六

Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ

Ｍ
ｏ
ｒ
ｅ

中
野

達
也

昭
島
市
中
神
町
千
百
五

十
七
番
地
四
十
八

二

指
定
年
月
日

令
和
五
年
四
月
五
日
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